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【機密性2】

令和3年7′月8日

千葉地方裁判所長殿

千葉地方裁判所民事首席書記官遠藤康浩

判決原本等の所在不明について

当庁本庁において，下記のとおり判決原本等の所在が不明となっている

ことが判明しました6発覚及びこれまでの捜索の経緯は下記1， 2のとお

りであり，所在不明となっている原本については，今後， 同3のとおり対

応したいと考えます。

記

1 発覚の経緯

昨年（令和2年） 5月， ■■■■■■■■■■■から当庁平成元年(ﾜ)第

515号事件の判決写しの交付申請があったところ， 同判決原本（以下

「515事件原本j という。）の所在が不明であることが判明した。上記

申請に対しては,上級庁に求意見のうえ，その対応を了したところであ

るが， この1515事件原本の捜索を行う過程において，事件簿又は原本

綴りの編綴目録に原本が不存在である旨の付菱が貼付され又は付記され

た判決等原本が129通（515事件原本を含む｡)あることが判明した。

これら判決等原本は， いずれも，平成10年記録廃棄分から平成19年

記録廃棄分までの原本綴り中に存在すべきものであるが，民訟記録係に

おいてその所在を確認したところ， いずれも上記原本綴りの所定の箇所

には編綴されていなかった・

なお,千葉地裁民事部においては，平成24年ころ，管内の杜撰な帳簿

諸票の是正（未記入欄の補充等）に取り組んでいたところ（別添平成24
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【機密性2】

年12月26日付け当職事務連絡参照)，上記129通の判決等原本につ

いては， その是正の過程において原本が見当たらないことが判明し,付

葵等により注意喚起がされたものの， その後,．捜索がされないまま現在

に至っていたものと推測される。

2 捜索の経緯

そこで，民訟記録係において，上記129通の判決等原本について，

綴られるべき原本綴りの他の箇所に誤って綴られていないか，他の年度

の同一事件番号の箇所（ないしその周辺）に誤って綴られていないか,：

関連事件の原本とともに綴られていないか等，鋭意捜索を行った結果，

これまでに51通の判決等原本が発見された（そもそも保存すべき原本

がないことが判明したものもある。)6 しかし，別紙記載の78通（51

5号事件原本を含む｡）については発見に至らず，現在においても所在不

明のままとなっている。

なお，平成13年記録廃棄分に所在不明の原本が非常に多いが，通達

により平成12年1月から事件記録の保存期間が短縮されたところ，千

葉地裁では， 当時，原本の廃棄時分離を行っていたことから （現在は保

存時分離に是正) ，混乱の中で大量の未分離原本が事件記録とともに廃

棄されてしまったとも推測できる。

3 今後の対応

2の捜索において，誤って綴られ得る箇所は捜索を尽くしたと考えら

れ, これ以上の捜索を続けても上記78通の判決等原本が発見されるこ

とは見込まれないことから，民事部としては，捜索を打ち切ったうえ，今

後は原本が紛失したことを前提とした対応を取るべきと考えている。

（1） まず最高裁決定， 高裁判決の正本が所在不明となっているもの（別

紙の備考欄に△と記した12通）については，最高裁，高裁の協力を

得てi最高裁， 高裁において保存する原本から新たに正本を作成して
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いただくことを試みる （ただしウ (2)において接触を試みた当事者が正

本を保管していたときは, (2)の方法により正本を作成する｡)。

(2) それ以外の事件については,･当事者へ説明及び謝罪を行ったうえ，

その協力を得て， 当事者が所持する判決等の正本に基づいて新たに正

本を作成し， これを原本綴りに編綴しておくことが原則的な対応と考

えるが，事件簿から当事者名こそ確認できるものの，既に事件記録は

破棄されており， その連絡先や事件を確認し得る部署;営業所等を知

ることが困難な状況にある｡そこで，裁判所からの連絡が可能であり，

かつ先方において事件の探索を行うことが可能と考えられる■■■■■

■■■■■■,住宅都市整備公団, I に対して接触を試み;事情

の説明及び謝罪を行ったうえ，正本作成の協力を求めることとしたい

（･別紙の備考欄に○と記した20通)。

(3) それ以外の判決等原本（別紙の備考欄に×と記したもの）について

は，既に判決等成立から10年以･上を経過し，正本の再交付申請等の

可能性もほとんどないと考えられることも考慮し,手当てをしないこ

ととする。

●
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所在不明裁判原本一覧(事件番号順〉

事件番号 ｜原本綴り｜完結年度’
1l昭和61 (D) 0010｡10161 判決｜昭和63年I O

垂垂［
H123.17m

備考 原告 被告

l彌天霊
、

昭和62 （ワ） 0101 | ’
2 判決 昭和63年 ×

H12.3.17

岬
蕊

型
②
｜
ゆ

唖
一
睡
一
閃

轆
一
轆
一
蝿

》
｜
》
｜
》

…■■■
H12.3.171個人1名

恥
一
ｍ
｜
唖

ｘ
ｌ
ｘ
－
Ｏ

個人1．名

個人1名H12.3.171住宅･都市整備公団
高裁判決正本(元ネ4398)の所在不明
高裁原本から正本作成可

昭和63 （ワ） 04426 判決 平成02年 △ 個人1名H10.2.5 住宅金融公庫｡個人1名

71昭和63 (ワ） 1136 1 判決 ｜平成01年i 又 H10.2.51個人1名

7の事件と同じ

高裁判決正本(63ネ4009)の所在不明
高裁原本から正本作成可

7の事件と同じ

上告不受理決定正本の所在不明

一

昭和63 （ワ） 11368 判決 平成01年 △ 同上 同上 固'上

昭和63． （ワ） 11369 決定 平成01年 ×
同上 同上 同上

唖
哩
岬

ｍ
一
口
｜
匂

閃
一
闘
一
砲

轆
一
嶋
一
雫

年
年
年

１

１

１

０
０
０

成
成
成

平
平
平

厩
一
睡
一
幟

ｘ
ｌ
ｘ
ｌ
ｘ

H13.1.221■■■■

H1Q2.5個人1名

H10.2.5個人1名

個人1名

娯楽施設外

風俗営業外

12の事件と同じ

高裁判決正本(63ネ4020)の所在不明
高裁原本から正本作成可

12の事件と同じ

上告却下決定正本(事件番号不明)の所在不明

昭和63 （ワ） 132513 判決 平成01年 △ 同上 同上 同上

昭和63 （ワ） 132514 判決 平成O1年 X
同上 同上 同上

回塑型

辮
口
一
口
一
⑨

轆
一
轆
一
鱸

闘
一
闘
一
閲

》
｜
》
一
》

1355

1432

15”

ｘ
｜
×
｜
×

ｒ
－
Ｉ

H13.1.221個人1名

H13.1.221個人1名

H13.1.221 個人1名

高裁判決正本(5ネ4952,5154)の所在不明
高裁原本から正本作成可

上告審(3ネオT53)の決定正本の所在不明

昭和63 （ワ)‐ 157118 判決 平成06年 △ 個人1名H13.1.22

平成01 （ヮ） ・0”119 判決 平成03年 X 個人1名H13.1.22 個人1名

201平成01 (D) 0515 1判決 l平成03年l x H13.1221個人2名 ’
20の事件と同じ

高裁判決正本〈3ネ1540)の所在不明
高裁原本から正本作成可

平成01 (D) 051521 判決 平成03年 △
同上 同上 同上

睡
壁
竺
竺

01 （ワ）

01 (D)

0523

0587

辨
一
蝿

平成01年

平成02年

× I

o l言渡し日の異なる判決:1通目
H13.1.221千葉市
H13.1.221m

個人1名

個人2名
23の事件と同じ

言渡し日の異なる判決:2通目
平成01 （ワ） 058724 判決 平成02年 0 同上 同上 同上

高裁判決正本(事件番号不明)の所在不明
高裁原本から正本作成可

平成01 (5) 086225 判決 平成03年 △
個人1名H13.1.22 個人1名

高裁判決正本(2ネ1局裁判決正本(2ネ1197)の所在不明
高裁原本から正本作成可

平成01 （ワ） 099926 判決 平成02年 △
個人1名H13.1.22 個人1名

函
函
睡

画
四
四

②
例
一
⑥

轆
一
轆
一
”

肌
一
切
一
例

1020
＝＝＝＝＝＝＝

1137

1313

》
｜
》
｜
》

○
一
ｘ
ｌ
ｘ

H13.1.221|

H13.1322個人1名

H13｡1.221個人1名

恥
一
昨
一
恥



所在不明裁判原本テ覧(事件番号順）

l 事件番号
301平成01 (5) 1433

原本綴りl完結年度｜
判決･ ’平成02年’ ○

備考

名１人個

鑑

・謡甕h
原告

30の事件と同じ

高裁控訴却下正本(2ネ1066)の所在不明
高裁原本から正本作成可

高裁判決正本(3ネ230)の所在不明
高裁原本から正本作成可

平成01 (D) - 1433

平成.02 (D) 0103

31 判決 平成02年 △
同上 同上 同上

32 判決 平成03年 △
H13.1.22 個人1名

恥
再
亜

⑪
｜
匂
一
口

唖
一
ｍ
一
ｍ

0263

0504

0664

辨
砺
一
轆

》
｜
》
｜
》

×
’
○
一
０

H13.1.221個人1名

H13.1.221■■■■
H13.1.221

個人5名
一

個人1名

…
高裁判決正本(事件番号不明)の所在不明平成02 （ワ） ・ O680

平成02， （ワ） 0680

36 判決 平成03年 △
個人1名H13.1.22 個人1名高裁原本から正本作成可

36の事件と同じ

上告却下決定正本(事件番号不明)の所在不明
37 判決 平成03年 ○ 同上 同上 同上

鑑
401平成

⑥
｜
⑤
一
⑨

醜
一
ｍ
一
醜

睡
一
唖
一
咽

銅
一
轆
一
鞭

》
｜
》
｜
》

×
一
ｘ
ｌ
ｘ

H13｡1.221個人10名

亜亜|個人両君
H13.1.221個人10名

』
｜
》
｜
恥

二
言渡し日の異なる判決:1通目

40の事件と同じ ・

言渡し日の異なる判決:2通目
平成02 （ワ） 095141 判決 平成03年 ×

個人1,0名H13.1.22 個人1名

421平成02 （ワ）
431平成02 .(D)

轆
一
蝿

”
一
函

年
年
３
６
０
０
成
成
平
平

０
－
×

H13.1｡22M~-
H14.1.251個人2名 q層雲

43の事件と同じ

控訴審判決正本2通のうち1通
高裁原本から正本作成可

平成02 （ワ） 1561“ 判決 平成06年 △
同上 同上 同上

45 平成

46平成

481平成

励
一
励
一
⑤
｜
、

“
一
鯛
一
鯛
一
閃

轆
一
轆
一
轆
一
雑

恥
一
吋
一
唖
一
睡

年
年
年
年

３
．
３
３
４

○
０
０
０

成
成
成
成

平
平
平
平

O l

o l更正決定もあり
○ ’
F i冒震し日の異なる判決:1通目

隅壜都斎整備公． ■■
H13.1221住宅･都市整備公団
R雨瓦ﾖ｜

－

’

函
恥
一
睡
一
恥

48の事件と同じ

言渡し日の異なる判決:2通目
平成03 （ワ） 053249 判決 平成04年 ○ 同上 同上 同上

一501平成
51平成

52平成

53平成

541平颪
551平辰
561平成

⑰
一
②
｜
⑨
｜
⑤
｜
働
一
⑨
一
口

配
一
“
一
“
｜
“
｜
“
一
鯛
一
“

卿
一
睡
一
癖
一
睡
一
睡
一
伽
一
堀

辨
一
癖
一
癖
一
鱸
一
癖
一
轆
一
轆

平成05年

平成O4年

平成03年

平成O5年

平成03年

平成04年

平成04年

ｘ

ｘ
ｌ
ｘ
－
Ｏ
｜
×
一
×
｜
×

H13.1.221個人1名

H13.1.22 個人1名

H13.1.22 個入瀝
H13.1.2211

H14.1251個人1名

H14.1;25 個人1名

出4:'.2511

､個人1名

個人1名

個人1名

個人2名

個人1名

個人2名

雁万茗

高裁判決正本(9ネ238局裁判沢正本(gネ238平成O4 (rJ) 151657 ‘24勢のみ所在不明
高裁原本から正本作成可

判決 平成09年 △
個人2名H15.2.4 個人1名

581平成04 (5) 2111 1 判決 ｜平成05年1 頁
H13.1.221個人2名 個人1名

58の事件と同じ －

まき費用額確定決定原本
平成04 （ワ） 211159 判決 平成O5年 ×

同上 同上 同上

芸懐
例
一
⑰
一

妬
一
鯛

辨
一
轆

吋
一
職

年
年
５
７
０
０
成
成
平
平

ｘ
｜
‐
×

H13｡1,221個人1名

H13.1.221 1
個人1名

｜個人1名



所在不明裁判原本一覧(事件番号順）

事
一
堕
堕
堕
里
塑
鮎
而
而
而
而
両
一
匹
辺
里
墾
里
叩

幅
一
口
一
⑨
ｌ
ｍ
ｌ
ｍ
ゆ
一
伽
一
旬
一
⑨
｜
⑰
｜
⑨
｜
口
一
ｍ
一
⑤
｜
口
一
⑧
一
函
一
⑨

号 原本綴り

1120 和解

1557 和解

1858 和解

1994 和解

1766 判決

_1929 判決
20“ 判戻

2184 和解

2192 和解

2340 和解

24判 和解

1468 判決

1879 判決

2027 ･和解

2357 1 和解

”40 1 判決

2262 判決

》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》
一
》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》
｜
》
《
》
｜
》
｜
》
》

備考 記録廃棄’ 原告

H13.1.221 1~- | |
塾:2.19. ｜|個人1名
H13.1.2211 1- |個人2名
mm:221個人1名 #個人1名
旦旦122 個人1名

".1:221 1 1
H13.1.221個人1名 個人1名

H13.1.221住宅･都市整備公団 1個人1名

Hia1.221 | |個人1名
H13.1.221個人6名

lilal221 1個人1名

H14.1｡251住宅･都市整備公団 ｜個人1名
H16.2.31個人1名 ill

H14.1.251｢－－ 「
｜ ｜個人1名H14.1.25

H17.218i l l個人1名
H16.2.3i個人1名

被告
621平成
－1‐ ‐冒

63,平成
､641平成

651平成

661平成

67平成

68平成

69平成

70平成

71平成

72平成

73平成

74平成

75平成

76平成

77i平成

78平成

ｘ
頁
一
○
一
×
｜
×
一
○
頁
一
○
一
×
｜
×
｜
里
０
頁
・
言
一
塁
ｘ
ｌ
ｘ

■I■

…

個人1名

｜

｜
’
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平成24年12月26日

民事訟廷管理官殿

管内庶務課長(松戸支部を除く。 ） 殿

上席主任書記官（松戸支部） 殿

千葉地方裁判所民事首席書記官 鈴木 紅

平成23年12月15日当職指示に基づく調査の結果，未記

入が判明した事件簿の終局，結果，保存の各欄の処理等につ

いて（事務連絡）

標記の処理等については，下記によってください。

記

1基本事件の事件簿の処理について

(1)事件記録等の確認

ｰ

ア未記入となっている上記事件簿の各欄の記入に当たっては，必ず事件記録

（仮既済事件記録を含む。 ）及び判決等原本（終局事由の記載から保存すべ

き原本がない場合を除く。 ）の存否を確認する。

イ判決等原本の存否の確認に当たり， 当該判決等原本がつづられるべき原本

つづり中に存在しない場合は， 当該事件が昭和に受理されている事件であれ

ば受理年度から3年間分（受理年度を含む。 ） ，平成に受理されている事件

であれば受理年度から10年間分（同）の判決等原本つづりを捜索する。

(2)事件簿の各未記入欄の処理

ア未記入欄が事件記録及び判決等原本（記録廃棄日は廃棄上申書）等により

判明する場合

それらに従って未記入欄の記入を行う。

、



！

なお，廃棄期限が到来している未廃棄記録については，速やかに記録廃棄

手続を行い，記録廃棄欄に廃棄日を記入する。

イアによって判明しない未記入欄の処理

（ｱ）記録廃棄欄の記載がある場合

記録廃棄欄以外の未記入欄に赤斜線を引く。

｛ｲ）記録廃棄楠の記載がない場合

a 完結又は終期の各欄の記載があり，その日付から計算して事件記録が

廃棄されていることが推測される場合

完結欄又は終期欄いずれかの記載しかない場合は，他方の欄に計算上

判明する日付を記載した上,記録廃棄欄を含む未記入欄に赤斜線を引く。

b完結及び終期の記載がないために，事件記録が廃棄されていることが

推測できない場合

(a)終局欄の記載があり，その日付から計算して事件終局後1.O年を経

過している場合は，記録廃棄欄を含めて未記入欄に赤斜線を引く。

(b)終局欄の記載がなく，事件終局日が確認できない事件について，受

理後15年を経過している場合は，記録廃棄欄を含めて未記入欄に赤

斜線を引く。

（ｳ）未記入欄に赤斜線処理を行った場合の付記

a (7),㈹に従って赤斜線処理を行った場合は，事件簿の最終頁の末尾に

「終局・結果・保存欄に赤斜線を引いた事件は，事件記録及び受理年度

から○年間分の判決等原本つづりを捜索し，廃棄上申書を確認したが，

記載できなかった｡ 」 と記載し，記載を行った年月日及び氏名を付記し

て.押印する。

b ('r)b(a), (b)の処理の後， さらに各所定の期間が経過して新たに赤斜線

処理を行う場合は，当該事件の備考欄に「○○欄は平成○年○月○日赤

斜線処理」と記載し，氏名を付記して押印する。

、

「



0

（3）事件が仮既済となっていた場合の備考欄への記載

平成16年2月13日付け総三第36号事務総長通達「民事事件及び行政事

件の仮既済処理の実施について」第2の1(2)に従い，備考欄に仮既済の旨及び

その年月日を記載する。

2雑事件簿の処理について

雑事件簿の終局欄以下の記載がない場合は，

(1) 基本事件終了により終了する雑事件であり，基本事件の終了が確認できた事

件については，主任書記官が結果欄に「基本事件終了による終了認定」と朱書

きし，事件簿の最終頁の末尾に， 『結果欄に「基本事件終了による終了認定」

と記載した事件の認定日平成○年○月○日，主任書記官○○○○』と記載し，

押印する。

（2） その終了が基本事件の終了に関わらない雑事件〈代替執行，間接強制等の執

行雑事件，執行文付与等） ，及び，基本事件終了により終了する雑事件である

が基本事件の終了が確認できない事件（ただし， 1(2)イにより基本事件の事件

簿の終局欄に赤斜線処理を行ったもの）については,‘主任書記官が結果欄に赤

斜線を引き，事件簿の最終頁の末尾に「結果欄に赤斜線を引いた事件は，廃棄

処理されていると推定した。 」と記載し，記載の年月日，官職及び氏名を付記

して押印する。

なお， 1(2)イの基本事件の事件簿の終局欄の赤斜線処理が同(P)bによりさら

に各所定期間の経過後に行われた場合はｳ雑事件簿についても当該雑事件の備

考欄に新たに記載を行う年月日を記載した上，所定の処理を行う。

3所在不明の事件簿について

事件簿の所在が不明なものは，事件記録及び判決等原本に基づき，可能な限り

事件簿を再生する。

4報告

以上の処理を行った上，次に掲げる場合については当職あてにその旨の報告を

、



凸

行う。

（1）事件簿の終局,結果，保存の各欄いずれの記載もないために事件の終局が確

認できない場合

（21結果欄の記載から保存する判決等原本があるべきであるにもかかわらず,判

決等原本の所在が判明しない場合

（3）結果欄以外のいずれかの欄の記載はあるが，結果欄の記載がない場合で，か

つ，判決等原本が存在しない場合

（4）事件簿の終局，保存の各欄の記載から保存の終期が到来していないことが明

らかであるにもかかわらず，事件記録の所在が判明しない場合

（5）事伴簿の所在が判明しない場合

5 判決等原本に付記がなされていない場合の特例措置 一

(1)判決等原本つづり中の原本に付記がなされず， 当該事件の送達報告書を添付

しているものがあるが，そのような原本については,改めて付記しない扱い(送

達報告書添付のまま保存する。 ） とすることも差し支えない。

（2） (1)の扱いとした事件について事件簿の完結及び終期の各欄の記載がないとき

は，満了日が休日，祝日であるかを確認せず，送達報告書の送達日から起算し

て14日経過した日を完結日として完結及び終期の各欄を記載して差し支えな

い。この場合，保存の完結及び終期の各欄には上記日付けを朱書きし，事件簿

の最終頁の末尾に「保存の完結及び終期の各欄の日付けが朱書きで記載されて

いるものは満了日が休日等であることを確認していない。 」 と記載する。

（3） 判決等原本つづりに，編冊目録に代わる一覧表等（廃棄目録原稿等）が付け

られている場合は， 当該一覧表等の欄外に「完結の日 昭和○年○月○日ない

し昭和△年△月△日」 と記載し， 当該一覧表を編冊目録に代えることも差し支

えない。

（4） 以上は既に保存に付されている判決等原本についての特例措置であり，今後

保存に付すものについてはすべて原本付記を行った上で事件簿の完結及び終期
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○○支部･簡裁報告日平成○年○月○日
一
Ｆ
ご
垂 鴎猫挫 I鵜4項

（ . ） (2) (3) 1 ■
血 ） (5)

事件簿の終局,結果,保存の各欄い
ずれの記載もないために事件の終局
が確認できないもの

結果欄の記載から保存
する判決等原本がある
べきであるにもかかわら

ず,判決等原本の所在
が判明しないもの

結果欄以外のいずれか
の欄の記載はあるが，
結果欄の記載がない場
合で,かつ,判決等原
本が存在しないもの

事件簿の終局,保存の
各欄の記載から保存の
終期が到来していない
ことが明らかであるにも
かかわらず,事件記録
の所在が判明しないも
の

事件簿の所在が判明しないもの

以下,事件記録は｢H23(D)220｣と事件番号のみ記載し,判決等原本はIH23(I7)220判決｣ IH23(D)220和解｣等と
事件番号の機に原本の種類を記載する~

以下, ｢H23○○事件簿｣等と記
載する。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 6 毛

17

18

19

20

21

22

23

24
『

25

26

27

28

29

30


